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ラベル表示（則第24条の14）
SDS交付 （則第24条の15）
リスクアセスメント実施 （法第28条の2）
一般的健康障害防止措置 （法第22条）
（有害原因の除去、ガス等の発散の抑制、保護具の備
付け等）

ラベル表示 （法第57条）
SDS交付 （法第57条の２）
リスクアセスメント実施
（法第57条の３）
※ラベル表示義務の拡大、リスクアセスメント実施義務化
は平成28年６月１日施行

製造禁止 （法第55条） ８物質

特別規則 119物質
（物質の特性に応じ、局排等の工学的対策、
保護具の使用、健康診断、作業環境測定等
の措置を事業者に義務付け）

新規化学物質の届出

重度の健康障害が生ずる
もの、十分な防止対策なし

重篤な健康障害が
生ずるおそれ、

特にリスクの高い業務あり

一定の危険・有害な物質
（産衛学会・ＡＣＧＩＨで
許容濃度の勧告あり等）

オルト―トルイジンに関する規制強化等

石綿等

PCB等 製造許可 （法第56条） ７物質

約6万
物質

1

オルト―トルイジン

危険有害性が確認されていない化学物質

① ② 経皮吸収対策の強化

① オルト―トルイジンを特定化学物質（第２類物質）に追加し、作業環境測定の実施、発散抑制措置、特殊健康
診断の実施等を義務付ける。

② 経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質について、洗浄設備及び保護衣等につ
いて見直しを行う。

義務

努力
義務

640
物質



福井県の化学工場における膀胱がん発症事案に関する労働安全衛生総合研究所による災害調査において、現在の作
業及び過去の作業におけるばく露防止対策が不十分であり、労働者がオルト―トルイジンにばく露していたと示唆された。
また、全国の労働基準監督署において、オルト－トルイジンを製造し、又は取り扱う事業場の状況を調査したところ、相
当数の事業場において、多くの労働者がオルト－トルイジンを取り扱う作業等に従事している実態が明らかになった。

このため、職業がんの予防の観点から、オルト－トルイジンの製造・取扱作業について制度的対応を念頭に置いて、「化
学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」等において具体的措置を検討することが必要である。

オルト―トルイジンに係る有識者検討会における検討結果（概要）

物質名 事業場数、作業数*1 用途の例 性状と有害性

オルト―トル
イジン

（平成19年度）
19事業場、22作業
（平成28年度）
27事業場

アゾ系及び硫化系
染料、有機合成、
溶剤、サッカリン

・ 特徴的な臭気のある、無色の液体。空気や光に暴露すると帯赤茶色になる。
・ 沸点 200 ℃、蒸気圧 ：34.5 Pa （25℃）
・ IARC*２による発がん性分類 １（ヒトに対して発がん性がある）

*1 （平成19年度）有害物ばく露作業報告のあった数（対象物質の取扱量が500kg以上）、
（平成28年度）全国の労働基準監督署における調査結果

*2 IARC：国際がん研究機関の略称。１以外の分類は、以下のとおり。
２A（おそらく発がん性がある）、２Ｂ（発がんの可能性がある）、３（発がん性について分類できない）、４（おそらく発がん性はない）

オルト―トルイジン及びオルト―トルイジンを含む製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業については、健康障害を
防止するため、特定化学物質障害予防規則の特定第２類物質と同様に、作業環境測定の実施や発散抑制措置等を講じ
ることが必要である。また、ヒトに対して発がん性があることから、作業の記録の保存（30年間）等が必要となる特別管理
物質と同様の措置を講じることが必要である。

必要な措置の検討結果

オルト－トルイジンの有害性情報、製造・取扱状況、福井県の化学工場における膀胱がん発症事
案に関する調査などを踏まえ、職業がんの予防の観点から、作業環境測定の実施、発散抑制措
置、特殊健康診断の実施等を義務付けることが必要である。

対象物質の性質等

リスク評価報告書

「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」（8月26日発表）

「化学物質のリスク評価検討会報告書」（7月28日発表）
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労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等
の改正の概要 ① （オルト―トルイジン関係）

オルト－トルイジンの有害性情報、製造・取扱状況、福井県の化学工場における膀胱がん発症事案に関する調
査等を踏まえ、職業がんの予防の観点から、オルト―トルイジンに係る規制が必要であるとの結論となったことか
ら、必要な改正を行うもの。

改正の趣旨

次の物質を措置対象物質に追加。主要な措置は下記のとおり。

改正の内容

・ 平成２９年１月１日 ※ ただし、一部の規定については必要な経過措置を定める。

施行期日等

物質名 オルト―トルイジン

政令 特定化学物質（第２類物質）に追加

①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け

配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加 等

特化則 物質の類型として、「特定化学物質（第２類物質）」のうち、「特定第２類物質」に追加

局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏洩の防止、

洗浄設備の設置、緊急時の医師による診察・処置、保護具の備付け等の義務付け

◆ 作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任

◆ 特殊健康診断（配置転換後のものを含む。）の項目として、尿路系腫瘍等を予防・早期発見するための項目

を設定

◆ 作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け（＝「特別管理物質」に追加） 等
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今回の改正の概要
（オルト－トルイジン）

（分類） 特定化学物質 第2類物質、特別管理物質
（規制対象の範囲）オルト―トルイジン

オルト―トルイジンを重量の１％を超えて含有する製剤その他のもの
（主な規制）
• 発散抑制措置（局所排気装置の設置等）
• 局所排気装置の性能 1 ppm
• 作業主任者の選任
• 作業環境測定

6か月に1回測定、評価、30年間保存
• 特殊健康診断

雇入・作業転換時、6か月に1回健診（配置転換後も同様）、30年間保存
• 洗浄設備の設置、汚染時の洗浄義務
• 保護衣等の備え付け、着用義務
• 特別管理物質としての措置

作業記録の作成、記録の30年間の保存、有害性等の掲示、記録の報告
（施行日） 平成29年1月１日
（経過措置）
• 計画の届出については、平成29年3月31日までに設置、若しくは移転し、又はこれらの主要構
造部分を変更しようとする場合は適用しない。

• 作業環境測定・発散抑制措置は施行後１年間猶予
• 作業主任者の選任は施行後1年間猶予 4



オルトートルイジンの製造、取扱いに係る発散抑制措置

5

オルト－トルイジン製造・取扱作業について、労働者の呼吸器によるばく露を防止するため、次の措置をとる
ことが必要。

１．対象物の製造工程（特化則第４条）

➀ 製造設備を密閉式の構造とすること

➁ 製造する対象物を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によること

➂ 計量作業、容器に入れる作業、袋詰めの作業で、➀及び➁の措置が著しく困難であるときは、対

象物が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業場所に囲い式

フードの局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けること

２．製造工程以外の対象物のガス、蒸気が発散する屋内作業場（特化則第５条）

① 発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けること

② ①の措置が著しく困難なとき、または臨時の作業を行うときは、全体換気装置を設ける等労働者

の健康障害を予防するため必要な措置を講じること

３．局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の要件、点検、届出等

① 構造、性能等について一定の要件を満たす必要があること（特化則第７,８条）

（局所排気装置の抑制濃度は、1ppm）

② 定期自主検査、点検を行うこと（特化則第29,30,32,33,34の２,35条）

③ 設置計画の届出（安衛則第85,86条及び別表第７）

（設置・移転・変更しようとする日の30日以上前に届出が必要）

※ ３の③以外は、平成30年1月1日から義務化。ただし、平成29年1月1日～平成29年12月31日に製造・取扱い

設備を新設する場合は、新設する時点から。３-➂の届出は、発散抑制設備を平成29年3月31日までに設置・移転

・変更しようとする場合は不要（省令附則）。



オルト－トルイジンの製造、取扱いに係る漏えい防止のオルト－トルイジンの製造、取扱いに係る漏えい防止の
ための措置等（特定化学設備）

オルト－トルイジンの製造・取扱い設備で移動式以外のもの（特定化学設備）からの漏えい事故など
による労働者の健康障害を予防するため、次の措置をとることが必要。

１ 漏えいの防止措置等

➀ 腐食防止措置（特化則第13条） ➁ 接合部の漏えい防止措置（特化則第14条）

➂ バルブ等の開閉方向の表示等（特化則第15条） ➃ バルブ等の材質等（特化則第16条）

⑤ 送給原材料等の表示（特化則第17条） ⑥ 作業規程（特化則第20条）

⑦ 適切な容器の使用、保管等（特化則第25条第1項から第4項まで）

２ 漏えい時など異常時・緊急時のための措置等

➀ ２以上の出入口（特化則第18条） ➁ 計測装置の設置（特化則第18条の２）

➂ 警報設備等（特化則第19条） ➃ 緊急遮断装置の設置等（特化則第19条の２）

⑤ 予備動力源等（特化則第19条の３） ⑥ 不浸透性の床（特化則第21条）

⑦ 漏えい時の退避等（特化則第23条） ⑧ 救護組織、訓練等（特化則第26条）

３ 点検、労働基準監督署への届出等

➀ 特定化学設備の定期自主検査及び点検（特化則第31条及び第34条）

➁ 特定化学設備の設置等の計画の届出（安衛則第85､86条及び別表第7）

（設置・移転・変更しようとする日の30日以上前に届出が必要）。

※１-⑦、２-⑦⑧、３-②以外は平成30年1月1日より措置が必要。ただし、平成29年1月1日～

平成29年12月31日に製造・取扱い設備を新設する場合には、新設する時点から。１-⑦、２-⑦

⑧は平成29年1月1日より。３-②は、特定化学設備を平成29年3月31日までに設置・移転・変更

しようとするときは不要（省令附則）。
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オルト－トルイジンの製造、取扱いに係る作業主任者

オルト－トルイジン製造・取扱作業では、作業主任者を選任し、次の事
項を行わせることが必要（試験研究のため取り扱う作業を除く。）。

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者
のうちから、特定化学物質作業主任者を選任（特化則第27条）

作業主任者の職務（特化則第28条）

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業

の方法を決定し、労働者を指揮すること。

② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置その他労働者が健康障害を受

けることを予防するための装置を１か月を超えない期間ごとに点検する

こと。

③ 保護具の使用状況を監視すること。

※ 平成30年1月１日より適用（政令附則）。
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オルト－トルイジンの製造、取扱いを行う屋内作業場では、作
業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必
要
◆６カ月以内ごとに１回、定期に、作業環境測定士（国家資
格）による作業環境測定を実施
※臨時で行われる作業については、作業環境測定の実施を要しないこと。

ただし、当該作業期間が継続して省令で定められている測定間隔を上

回る場合にあっては、作業環境測定の実施を要すること。

◆結果について一定の方法で評価を行い、評価結果に応じた
適切な改善が必要

◆測定の記録、評価の記録を保存

※ 平成30年1月１日より適用（政令附則）。 8

オルト－トルイジンの製造、取扱いに係る作業環境測定

管理濃度 試料採取方法 分析方法

1ppm 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
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オルト－トルイジンの製造、取扱いに係る特殊健康診断

オルト－トルイジンの製造・取扱作業に常時従事する労働者等に対して、健康診断を行うことが必要
（平成29年1月1日より適用）

対象物の製造・取扱い業務に常時従事する労働者【業務従事労働者】に対し、雇入れまたはこの業務への配
置替えの際及びその後６か月以内ごとに１回、定期に、規定の項目について健康診断を実施
過去にオルト－トルイジン製造・取扱作業に常時従事させたことがあり、他の業務に配置転換して現在も雇
用している労働者【配置転換後労働者】についても、6月以内ごとに１回、定期に、健康診断を実施
異常所見がある場合、医師への意見聴取
健康診断の結果を労働者に通知
健康診断の結果（個人票）は、30年間の保存が必要
特定化学物質健康診断結果報告書（様式第３号）を労働基準監督署長に提出
対象物が漏えいし、労働者が汚染された時又は労働者が対象物を吸入した時は医師による診察または処置を
受けさせる。

オルト－トルイジンの健康診断項目（下線部は、業務従事労働者の健康診断のみで実施する項目）

一次健康診断

①業務の経歴の調査 ②作業条件の簡易な調査

③他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

④他覚症状又は自覚症状の有無の検査

③、④の具体的内容：頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、
チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等

⑤尿中の潜血検査

＜医師が必要と認める場合に実施＞
⑥尿中のオルト－トルイジンの量の測定

⑦尿沈渣検鏡の検査 ⑧尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査

二次健康診断
（一次健康診断の結果、医師が必要と認める場合に実施）

①作業条件の調査

＜医師が必要と認める場合に実施＞
②膀胱鏡検査

③腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像
検査

④赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量
等の赤血球系の血液検査



オルト－トルイジンの製造、取扱いに係る洗浄設備

オルト－トルイジン製造・取扱作業において、万一、オルト－トルイジ
ンが労働者の皮膚に付着する等の汚染があった場合に備えて、事業者は、

洗眼、洗身等の洗浄施設を設置するとともに、汚染があった場合には、労

働者に洗浄させなければならない。また、労働者は洗浄を命じられたとき

には、洗浄しなければならない。（特化則第38条）

※ 平成29年1月１日より適用（政令附則）。
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オルト－トルイジンの製造、取扱いに係る作業衣等の備え付け、着用

オルト－トルイジン製造・取扱作業における経皮吸収によるばく露を防
ぐため、事業者は、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴等

を就業する労働者の人数以上の数を備え付け、労働者に着用させなければ

ならない。また、労働者も着用を命じられたときには、着用しなければな

らない。

（特化則第44条、45条）

オルト－トルイジンに係る保護衣等の選択、使用に資するための文書を
施行までに示す。

※ 平成29年1月１日より適用（政令附則）。
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オルト－トルイジンに係る特別管理物質としての措置

１ 発がん性に関する掲示

・ 名称

・ 人体に及ぼす影響

・ 取扱い上の注意事項

・ 使用すべき保護具

２ 作業の記録

・ 労働者の氏名

・ 従事した作業の概要と従事期間

・ 特別管理物質により著しく汚染されたとき、
その概要と事業者が講じた応急措置

発がん性という遅発性の影響を踏まえ、発がん性に関する有害性の周知や
作業記録の作成と３０年間の保存が必要

12

▶平成29年1月1日から義務化

特別管理物質であるオルト－トルイジンを製造又は取り扱う場合には、発がん
性に関する掲示、作業記録の作成、記録の30年間保存が必要。

３ 記録の30年間保存
・ 特定化学物質健康診
断個人票

・ 作業環境測定の記録
・ 作業環境測定の評価
の記録

・ 作業記録

特別管理物質：人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実験の結果発がんの認
められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える、又は治ゆが著しく困難
であるという有害性に着目し、特別の管理を必要とするもの（昭和50.10.1基発第573号）



労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等
の改正の概要 ② （経皮吸収対策関係）

福井県の化学工場における膀胱がん発症事案に関する調査等において、オルト―トルイジンが労働者の皮膚に
接触し、長期間にわたり労働者の皮膚から吸収されていたことが示唆されたことを踏まえ、経皮吸収によって健
康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質による職業がん発生を防止するため、必要な改正を行うもの。

改正の趣旨

次の措置を特定化学物質障害予防規則に追加。主要な措置は下記のとおり。

改正の内容

・ 平成２９年１月１日

施行期日

特化則 ◆ 保護衣等

特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造

し、又は取り扱う作業若しくはこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護

衣等の備え付けることに加え、経皮吸収によって健康影響を及ぼす可能性が高いとされている物質については、以

下の措置を規定

事業者は、当該物質を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であって、皮膚に障

害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに、労働者を従事させると

きには、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること

労働者は、事業者から使用を明示されたときは、これらの保護具を使用すること（１，３－プロパンスルトンに

ついても同様に規定）

洗浄設備

第１類物質又は第２類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときに備え付けられている洗浄設備

に関し、以下の措置を設定。

事業者は、労働者が第１類物質又は第２類物質に汚染されたときは、身体を速やかに洗浄させ、汚染を除

去すること

労働者は、事業者から洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄すること

13



○ 保護衣等

備え付け（従来からの規制）対象物質：特化則の第１類、第２類及び

第３類物質で皮膚に障害を与えるか、皮膚からの吸収により

障害を起こすおそれのあるもの（ただし、特化則第２条の２で

除外されている業務も対象に追加）

着用（新設）：特化則の第１類及び第２類物質のうち日本産業衛生学会

又はACGIHにおいて経皮吸収があると勧告されている物質が

対象（２1のスライド参照）

事業者：これまでの備え付け義務に加え、労働者に経皮吸収のおそれ

のある物質に従事させるときには、保護眼鏡、不浸透性の保

護衣、保護手袋、保護長靴を使用させる義務が加わる。

労働者：事業者から保護衣等の着用を命じられた場合に着用する義務

が加わる。（1，3－プロパンスルトンも同様に規定する。）

14

保護衣等及び洗浄設備に係る規制内容



＜保護衣等着用の義務新設＞

第４４条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚か

ら吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若し

くは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に

使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布

剤を備え付けなければならない。
※製造を追加

２ 事業者は、令別表第三第一号１、３、４、６若しくは７に掲げる物若

しくは同号８に掲げる物で同号１、３、４、６若しくは７に係るもの若

しくは同表第二号１から３、４、８の２、９、11の２、16から18の３

まで、19、19の３から20まで、22から22の４まで、23、23の２、25、

27、28、30、31（ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）に限る。）、

33（シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は二―メチルシ

クロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。）、34若しくは
15

（参考１）保護衣等に係る改正特化則条文



36に掲げる物若しくは別表第一第一号から第三号まで、第四号、第八

号の二、第九号、第十一号の二、第十六号から第十八号の三まで、第十

九号、第十九号の三から第二十号、第二十二号から第二十二号の四まで、

第二十三号、第二十三号の二、第二十五号、第二十七号、第二十八号、

第三十号、第三十一号（ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）に係る
ものに限る。）、第三十三号（シクロペンタジエニルトリカルボニルマ
ンガン又は二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに
係るものに限る。）、第三十四号若しくは第三十六号に掲げる物を製造
し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であつて、
皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすお
それがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並
びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければなら
ない。

３ 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これ

を使用しなければならない。

※第２項、第３項を新設
16



＜１，３－プロパンスルトンに係る保護衣等の着用義務の新設＞

第３８条の１９ 事業者は、１，３－プロパンスルトン又は１，３－プロパ
ンスルトンをその重量の１パーセントを超えて含有する製剤その他の物（以
下この条において「 １，３－プロパンスルトン等」という。）を製造し、
又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらな
ければならない。

（第一号～第十九号略）

二十 １，３－プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼

鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

（第二十一号略）

２ 労働者は、事業者から前項の第二十号の保護具の使用を命じられたと

きは、これを使用しなければならない。

※第２項を新設

17



＜第４４条における「特定化学物質」の定義の変更＞

第４４条（保護衣等）においてクロロホルム等を対象とすることとなった。

新第１２条の２ 事業者は、特定化学物質（クロロホルム等及びクロロホル

ム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十

二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並び

に第四十三条において同じ。）により汚染されたぼろ、紙くず等につい

ては、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、

ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければ

ならない。

旧第１２条の２ 事業者は、特定化学物質（クロロホルム等及びクロロホル

ム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十

二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項、第

四十三条並びに第四十四条において同じ。）により汚染されたぼろ、紙

くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを

防止するため、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置

を講じなければならない。 18



＜第４４条及び第４５条について第２条の２による適用除外の除外＞

第４４条及び第４５条（保護具の数等）においては、第２条の２で適用除
外されているクロロホルム等経皮吸収のある有機溶剤の有機溶剤業務以外の
業務、液体状ナフタレンを製造又は取り扱う業務も対象とすることとなった。

第２条の２ この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労

働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、

令別表第三第二号11の２、18の２、18の３、19の３、22の２から22

の４まで、23の２に掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の

二、第十八号の三、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の四

まで、第二十三号の二若しくは第三十七号に掲げる物（令別表第三第二

号11の２、18の２、18の３、19の３又は22の２から22の４までに掲

げる物を含有するものに限る。）を製造し、若しくは取り扱う業務に係

る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。

（以下の各号略）

19



特化則による保護衣等の着用義務対象物質

アンモニア、一酸化炭素、塩化水素
硫酸、フェノール 等

オ
ー
ラ
ミ
ン
等

特定第２類物質
オルト－トルイジン、
MOCA、DDVP、
ベンゼン、ナフタレン
（液体状含む）等経皮吸
収の勧告ある１６物質

エチレンオキシド、クロ
ロメチルメチルエーテル、
酸化プロピレン 等

アルファ－ナフチルアミン、ジアニシジン

ジクロルベンジジン、PCB、オルト－トリジン、
ベリリウム、ベンゾトリクロリド

特別有機溶剤
クロロホルム等経皮吸
収の勧告ある７物質
（有機溶剤業務以外の
業務を含む）

エチルベンゼン、１，
２－ジクロロプロパン、
１，２－ジクロロエタ
ン、トリクロロエチレ
ン、メチルイソブチル
ケトン

管理第２類物質
水銀、ニトログリ
コール、PCP、シア
ン化カリウム等経皮
吸収の勧告ある８物
質
インジウム化合物、
カドミウム、五酸化
バナジウム、コール
タール、クロム酸、
ニッケル化合物、
RCF等

青色枠；経皮吸収が勧
告されている物質

保護衣等の着用にかか
る新規規制

第１類物質

第２類物質

第３類物質

20



ジクロルベンジジン及びその塩 塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）
オルト－トリジン及びその塩 ベリリウム及びその化合物 ベンゾトリクロリド

アクリルアミド アクリロニトリル
アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）
エチレンイミン オルト―トルイジン オルト―フタロジニトリル クロロホルム
シアン化カリウム シアン化水素 シアン化ナトリウム 四塩化炭素
１，４―ジオキサン ３，３′―ジクロロ―４，４′―ジアミノジフェニルメタン（MOCA）
ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） ジメチル―２，２―ジクロロビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ）
１，１－ジメチルヒドラジン 臭化メチル 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）
スチレン １，１，２，２―テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）
テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン） トリレンジイソシアネート ナフタレン ニトログリコール
パラ―ニトロクロロベンゼン 弗化水素 ベンゼン ペンタクロロフェノール（別名ＰＣＰ）

マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）のうち、シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
又は２―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。
沃化メチル 硫酸ジメチル

第１類物質

第２類物質

経皮吸収による障害のおそれがある場合に、保護衣等の使用が義務となる特定化学物質

第１類物質及び第２類物質のうち、日本産業衛生学会において、皮膚と接触することにより経皮的に吸収され
る量が全身への健康影響または吸収量からみて無視できない程度に達することがあると考えられると勧告が
なされている物質、又はACGIH（米国労働衛生専門家会議）において、皮膚吸収があると勧告がなされている
物質

21

※赤字は特化則第２条の２の適用除外業務も適用となる物質



（皮膚障害等防止用の保護具）

新第５９４条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物

が皮膚から吸収され，若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこ

すおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させ

るために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護

具を備えなければならない。

（皮膚障害防止用の保護具）

旧第５９４条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物

が皮膚から吸収され，若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすお

それのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるた

めに、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を

備えなければならない。

※保護衣等の備え付けを皮膚障害の防止のみならず、皮膚から吸収され，若しくは侵入し

て起こるがん等の健康障害を防止するための規定とした。 22

（参考２）保護衣等に係る改正安衛則条文



○ 洗浄設備

規制の対象物質：特化則の第１類及び第２類物質（ただ

し、特化則第２条の２で除外されている業務は

規制対象から除かれる。）

※除外業務の例：有機溶剤業務以外の業務、コバルトを触媒として取り扱

う業務、酸化プロピレンを直結ホースで注入する業務、液体状のナフタ

レンを製造・取り扱う業務、DDVPを成形、加工、包装する以外の業務、

粉じん発散を防止する措置が講じられたリフラクトリーセラミックファ

イバーを取り扱う業務

事業者：これまでの設置義務に加え、労働者が汚染され

たときに、労働者を洗浄する義務が加わる。

労働者：汚染時に事業者から洗浄を命じられた場合に洗

浄する義務が加わる。
23

保護衣等及び洗浄設備に係る規制内容（つづき）



＜洗浄の義務新設＞

第３８条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う

作業に労働者を従事させるときは，洗顔、洗身又はうがいの設備、更衣

設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。

２ 事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染され

たときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなけれ

ばならない。

３ 労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄し

なければならない。

※第２項、第３項を新設

24

（参考３）洗浄設備に係る改正特化則条文



＜第３８条における「第一類物質又は第二類物質」の定義の変更＞

第３８条においてはクロロホルム等を対象とすることとなった。

新第２４条 事業者は、次の作業場には関係者以外のものが立ち入ることを

禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

一 第一類物質又は第二類物質（クロロホルム等及びクロロホルム等以外

のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条及び

第三十八条の二において同じ。）を製造し、又は取り扱う作業場（臭化

メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。）

二 （略）

旧第２４条 事業者は、次の作業場には関係者以外のものが立ち入ることを

禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

一 第一類物質又は第二類物質（クロロホルム等及びクロロホルム等以外

のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条から

第三十八条の二までにおいて同じ。）を製造し、又は取り扱う作業場

（臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。）

二 （略） 25



第１類物質

第２類物質

第３類物質

汚染時の洗浄義務対象物質図

アンモニア、一酸化炭素、塩化水素
硫酸、フェノール 等

オ
ー
ラ
ミ
ン
等

特
定
第
２
類
物
質

特
別
有
機
溶
剤

アルファ－ナフチルアミン、ジアニシジン、ジクロルベンジジン、
PCB、オルト－トリジン、ベリリウム、ベンゾトリクロリド

管
理
第
２
類
物
質

青色枠：洗浄設備の設
置、汚染時の洗浄の義
務
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特化則第２条の２により除外された業務

特化則による洗浄設備の設置、汚染時の洗浄義務対象物質



（参考）ホームページ掲載情報

○ オルト－トルイジンに係る政省令改正案に対するパブリック
コメントと回答

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public? CLASSNAME=
PCMMSTDETAIL&id=495160171&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=
PCMMSTDETAIL&id=495160179&Mode=2

○ 改正政省令掲載官報
http://kanpou.npb.go.jp/20161102/20161102h06891/20161102h06
8910002f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20161130/20161130g00265/20161130g00
2650002f.html

○ オルト－トルイジンの措置検討会報告書（平成２８年８月公表）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000134568.html
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ご清聴有り難うございました。
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